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プール・多目的広場の利用を
一時休止します

新宿コズミックスポーツセンターの

申
込
み

★8月1日以降の

サービス利用分

から上限額が引

き上げられます（7

月31日以前の

上限額は37,200

円）。同じ世帯の

全ての65歳以上

の利用者負担割

合が1割の場合、8

月～翌年7月の利

用者負担額の合

計について年額の

上限額446,400円

（37,200円×12

か月）が設定されま

す（32年7月利用分

までの時限措置）。


こ

の
「
の

ぼ
り
」
が

目
印

で
す

　高齢者が暑い時期を無理なく過ごせるよ

う、区内のシニア活動館・地域交流館・清風

園の20か所を「まちなか避暑地」として利

用できます。涼しい場所をみんなで共有す

ることは、熱中症の予防だけでなく、地域と

の交流にもつながります。日中を快適に過

ごすための涼み場として、お気軽にご利用

ください。

※実施期間中は施設の利用証をお持ちでな

い方も利用できます。

【利用できる施設】下表のと

おり

【利用期間】9月30日まで。

土・日曜日、祝日も利用できます

（清風園は第3火曜日休園）。

【利用時間】シニア活動館・

地域交流館…午前9時～午後6時、清風

園…午前9時30分～午後6時

【問合せ】地域包括ケア推進課高齢いきがい

係（本庁舎2階）（5273）4567へ。

施設名（所在地） 電話・FAX
下落合地域交流館
(下落合3－12－33) ・（3951）0023

百人町地域交流館
(百人町2－18－21)

（3368）8156
(3368)8157

東五軒町地域交流館
(東五軒町5－24)

（3269）6895
(3269)6357

中町地域交流館
(中町25)

（6265）0608
(3267)3325

本塩町地域交流館
(本塩町8)

（3350）1456
(3350)1457

北山伏地域交流館
(北山伏町2－17) ・（3269）7197

中落合地域交流館
(中落合2－7－24)

（3952）7163
(3565)2530

北新宿第二地域交流館
(北新宿3－20－2)

（5348）6751
(3369)0081

高田馬場地域交流館
(高田馬場1－4－17) ・（3200）5816

清風園
(中落合1－7－26)

（3951）0086
(5982)9808

施設名（所在地） 電話・FAX
高田馬場シニア活動館
(高田馬場3－39－29)

（3362）4560
(3368)8169

信濃町シニア活動館
(信濃町20)

（5369）6737
(5369)6738

戸山シニア活動館
(戸山2－27－2)

（3204）2422
(3204)2421

西新宿シニア活動館
(西新宿4－8－35)

（3377）9380
(3377)9231

早稲田南町地域交流館
(早稲田南町50) ・（3208）2552

西早稲田地域交流館
(西早稲田1－22－2)

（5286）8311
(5286)8314

新宿地域交流館
(新宿5－3－13) ・（3341）8955

山吹町地域交流館
(山吹町342) ・（3269）6189

上落合地域交流館
(上落合2－28－8)

（3360）1414
(3360)1477

北新宿地域交流館
(北新宿2－3－7)

（3369）5856
(3369)5877

　1か月間に利用した介護保険サービスと介護予防・生活支援サービスの

世帯の利用者負担額の合計が高額になった場合は、申請により利用者負

担上限額（下表）を超えた金額を払い戻します。該当する方には申請書を

お送りしています。

※下表の適用期間は、8月1日～30年7月31日のサービス利用分です。

※「福祉用具購入費・住宅改修費」「要介護等状態区分の支給限度額を超

えた額」「介護保険サービス以外の自己負担額」「施設サービス利用時の

居住費・食費等の自己負担額」は払い戻しの対象にはなりません。

【申請・問合せ】介護保険課給付係（本庁舎2階）（5273）4176へ。

利用者負担の上限額を超えた金額を払い戻します

利用者負担上限額（月額）

所得段階
利用者負担
上限額

住民税
課税世
帯で

世帯内の65歳以上の課税所得金額
が145万円以上で世帯年収が520万
円以上（単身世帯は383万円）の方

44,400円
（世帯）

世帯内の65歳以上の課税所得金額
が145万円未満で世帯年収が520万
円未満（単身世帯は383万円）の方

44,400円★
（世帯）

世帯全
員が住
民税非
課税で

合計所得金額
と課税年金収
入額の合計が

80万円を超える方 24,600円（世帯）

80万円以下の方 24,600円（世帯）
15,000円（個人）老齢福祉年金受給者の方

生活保護を受給している方 等
15,000円
（個人・世帯）

　センターの会員が講師です。見

学もできます。

 パソコン教室

【日時・内容等】右表のとおり。午

前クラスは午前9時30分～午後0

時20分、午後クラスは午後1時～

3時50分

【対象】区内在住・在勤でABはパ

ソコン未経験の方、C～Eは文字

入力ができる方、F～Hはキーボ

ード・マウスの操作ができる方、

各教室各クラス8名

【費用】Aは無料、Bは3,500円、C

～Hは4,500円（B～Hは2日分で

テキスト代を含む）

 書道教室

【日時】8月7日・28日、9月11日・25

日、10月2日・23日、11月6日・27

日の月曜日、午前クラス…午前

10時～12時、午後クラス…午

後1時30分～3時30分、各全8回

【対象】区内在住・在勤の方、各ク

ラス30名

【コース・主な内容】初級…筆の

運び方等の基礎、はがきの書き方、

中級…変体かなの書き方、上

級…慶弔句、季節の用語、研究

科…漢字・かな（古典・古筆）

【費用】8,000円（8回分）

 手編み教室

【日時】①8月2日～11月22日の水

曜日（月4回）、午前クラス…午

前10時～12時、午後クラス…

午後1時30分～3時30分

②8月5日～11月25日の土曜日

（月2回）、午前クラス…午前10

時～12時

※1回のみの参加も可

【対象】区内在住・在勤の方、各ク

ラス20名。初心者から資格取得

希望者まで。

【費用】1回1,000円（毛糸代別）

………＜以下共通＞………

【申込み】ははがきかファッ

クスに4面記入例のほか教室名

（A～Hの別）・日程(①②の別。A～

C・Fは午前・午後クラスの別も）

を記入し、7月20日（必着）までに

同センターへ。応募者多数の場合

は抽選。は7月7日から

電話で同センターへ。先着順。

新宿区シルバー人材センター
8月・9月の教室

〒160-0022新宿7―3―29
新宿ここ・から広場しごと棟
（3209）3181・（3209）4288

パソコン
教室名

主な内容
日程（Aは1日制
B～Hは2日制）

クラス

A パソコン
無料体験

パソコンで
できること

①8月1日 午前・午後

②9月1日 午前・午後

B 初めての
パソコン

スイッチの入れ
方から文字入力
の練習まで

①8月2日・3日 午前・午後

②9月4日・5日 午前・午後

C ワード
初級

文字入力、文書
作成の基本操作

①8月7日・14日 午前・午後

②9月6日・13日 午前・午後

D ワード
中級

文章の編集
簡単な図形描画

①8月16日・17日 午前

②9月19日・20日 午後

E ワード
応用

文書編集のテク
ニック、図形の
活用ほか

①8月23日・24日 午前

②9月26日・27日 午後

F エクセル
初級

基本操作
①8月8日・15日 午前・午後

②9月7日・14日 午前・午後

G エクセル
中級

機能の活用
（グラフ・カレン
ダー作成）

①8月16日・17日 午後

②9月19日・20日 午前

H エクセル
応用

関数機能（住所
録編集・スケジ
ュール表作成）

①8月23日・24日 午後

②9月26日・27日 午前

区
政
に
関
す
る
ご
意
見
を

お
聴
き
し
ま
す

区区
民民

のの
声声

委委
員員

会会

苦情申立書による申し立て 8件

調査結

果通知

を送付

苦情申し立ての
趣旨に沿ったもの

2件

行政への要望が
あったもの

3件

行政に不備が
なかったもの

2件

調査等継続中のもの 1件

電話・来所による苦情・相談等 20件

区民の声委員会の所管外・
その他のもの

2件

計 30件

　
区
民
の
声
委
員
会
は
、

3人
の
委
員

が
区
政
に
関
す
る
ご
意
見
を
第
三
者
的

な
立
場
か
ら
公
正
・
中
立
に
処
理
す
る

機
関
で
す
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に

は
特
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。
安
心
し
て

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
区
民
の
声
委
員
会
（
〒

1
6

0・

8
4
8
4歌

舞
伎
町

1―

5―

1、

第

1分
庁
舎

2階
）

（

5
2
7
3）

3

5
0
8へ

。

【
申
し
立
て
が
で
き
る
方
】
個
人
・
法
人
・

そ
の
他
の
団
体
で
、
区
の
機
関
の
業
務

の
執
行
等
に
関
す
る
事
項
や
職
員
の
行

為
に
利
害
関
係
の
あ
る
方

【
申
し
立
て
の
方
法
】
苦
情
申
立
書
を
同

委
員
会
へ
郵
送
ま
た
は
直
接
、
お
持
ち

く
だ
さ
い
。
申
立
書
は
同
委
員
会
に
備

え
て
あ
る
ほ
か
、
新
宿
区
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
取
り
出
せ
ま
す
。

※
一
定
期
間
を
経
過
し
て
い
る
事
項
な

ど
は
、
申
し
立
て
が
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

【
受
付
日
時
】月
～
金
曜
日
（
祝
日
等
を
除

く
）午
前

9時
～

12時
・
午
後

1時
～

5時

★

28年
度
の
苦
情
申
し
立
て
・

　
相
談
等
の
受
付
状
況

　
受
け
付
け
件
数
は

30件
で
し
た
（
左

表
）
。
苦
情
申
立
書
に
よ
る
申
し
立
て

は
「
児
童
手
当
の
現
況
届
に
添
付
す
る

い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
付
き
住
民
票

の
取
扱
い
と
そ
の
案
内
に
つ
い
て
」
等

8件
で
し
た
。

※
運
営
状
況
報
告
書
は
、
同
委
員
会
・
区

政
情
報
課
（
本
庁
舎

3階
）・
区
政
情
報

セ
ン
タ
ー
（
本
庁
舎

1階
）・
区
立
図
書

館
で
閲
覧
で
き
る
ほ
か
、
新
宿
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　介護保険サービス等を利用するときの利用者負担割合を記載した「介

護保険負担割合証」を7月12日に発送します。8月1日以降のサービ

スの利用には、新しい介護保険負担割合証をご使用ください（福祉用具

購入費・住宅改修費は領収月が8月のものから新しい負担割合を適用）。

有効期限は30年7月31日です。

　介護保険負担割合証は、介護保険サービス等の利用時に介護保険被保

険者証と併せて提示する必要があります。大切に保管してください。

【問合せ】介護保険の要介護・要支援認定を受けている方…負担割合証に

ついては介護保険課資格係（5273）4597、介護給付については介護保

険課給付係（5273）4176、介護予防・生活支援サービス事業対象の方…

地域包括ケア推進課介護予防係（5273）4568へ（いずれも本庁舎2階）。

　29年度の住民税課税状況等の基

準により判定します。下記の①②に

該当しない方は、2割負担です。

★1割負担

①第2号被保険者（40歳～64歳）

②第1号被保険者（65歳以上）で次の
　～のいずれかに該当する方

生活保護を受給している

住民税が非課税

本人の合計所得金額が160万円

未満

本人の合計所得金額が160

万円以上であるが、同一世帯の

第1号被保険者が本人のみで、年

金収入額とその他の合計所得金

額の合計が280万円未満

本人の合計所得金額が160

万円以上であるが、同一世帯の

第1号被保険者が2人以上で、そ

れぞれの年金収入額とその他の

合計所得金額の合計が346万円

未満

◆ 利用者負担割合 ◆

新しい介護保険負担割合証をお送りします

暑暑ささがが厳厳ししいいととききはは

ままちちななかか避避暑暑地地まちなか避暑地ののごご利利用用をを

介護保険の要介護・要支援認定を受けている方、

介護予防・生活支援サービス事業対象の方へ

9月30日
まで
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